〈機構様式９〉

（　事　務　連　絡　）
　　年　　月　　日


　理　事　長　　様
○○農地管理事務所長


所有者を確知することができない農地の利用権の取得について


　○○農業委員会において農地法第32条第3項に基づく公示が開始されましたので、当該農地の利用権取得の適否について検討した結果を報告します。

記

１　農業委員会公示文　　別紙のとおり

２　提　出　資　料　　　機構様式７、機構様式８

２　農地管理事務所の検討結果　　利用権取得を適当と　認める・認めない











